
女性活躍推進法における特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９条

第６項に基づき、吉川松伏消防組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行

動計画（令和４年４月１日策定）における取組の実施状況を、次のとおり公表します。 

 

１ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組 

（１）採用の取組 

・ 採用試験実施において、女性が活躍できる職場であることを広報し、女性受験者の

拡充に取組む 

令和 

２ 

年度 

〇 令和２年度職員採用試験           （人） 

 男性 女性 計 

受験者数 １９（100%） ０（0%） １９ 

採用者数 ５（100%） ０（0%） ５ 
 

令和 

３ 

年度 

〇 令和３年度職員採用試験           （人） 

 男性 女性 計 

受験者数 １０（100%） ０（0%） １０ 

採用者数 １（100%） ０（0%） １ 
 

 

（２）施設環境の取組 

 ・ 吉川消防署、南分署及び松伏消防署の全ての消防庁舎施設においては、女性職員が

交替制勤務をするために必要となる設備を整え、女性が活躍できる職場環境の構築

に取組む 

平成３０年度 松伏消防署に女性職員を配属し交替制勤務を開始 

令和元年度  前年度に引き続き松伏消防署に女性職員を配属し交替制勤務を実施 

令和２年度 
吉川消防署及び松伏消防署に女性職員を配属し交替制勤務を実施 

吉川消防署の女性仮眠室を一部改築する。 

令和３年度 
前年度に引き続き吉川消防署及び松伏消防署に女性職員を配属し交替

制勤務を実施 

令和４年度 吉川消防署南分署に女性職員を配属し交替制勤務を実施 

 



（３）育児休業、休暇等の取組 

 ・ 育児休業制度、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇などの取得向上を推進し、

職員の仕事と家庭の両立を支援する。 

令和 

２ 

年度 

〇 男女別の育児休業取得者数及び割合       （人） 

 男性 女性 計 

対象者 ２９ ０ ２９ 

取得者 ０（0%） ０（0%） ０（0%） 

※ ３歳に達する日までの子を養育している職員を対象 

※ 育児短時間勤務、育児部分休業を含む 

 

〇 男性職員の配偶者出産及び育児参加のための休暇取得者数及び割合 （人） 

 男性 備考 

対象者 ９ 期間内に妻の出産があった者を対象 

取得者 ９（100%） 期間内に休暇を取得した者 

平均取得日数 ８（100%） ８日の範囲 

    

令和 

３ 

年度 

〇 男女別の育児休業取得者数及び割合       （人） 

 男性 女性 計 

対象者 ２７ ０ ２７ 

取得者 １（3.7%） ０（0%） １（3.7%） 

※ ３歳に達する日までの子を養育している職員を対象 

※ 育児短時間勤務、育児部分休業を含む 

 

〇 男性職員の配偶者出産及び育児参加のための休暇取得者数及び割合 （人） 

 男性 備考 

対象者 ７ 期間内に妻の出産があった者を対象 

取得者 ７（100%） 期間内に休暇を取得した者 

平均取得日数 ７．８（97.5%） ８日の範囲 

    

 


